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相��談

　法務省と全国人権擁護委員連合会は、毎年６月１日
を「人権擁護委員の日」と定め、人権擁護委員制度の
周知と人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。
　人権擁護委員は、地域住民の人権が侵害されな
いよう常に注意を払い、もし人権が侵害されたと
きは、その相談を受け、被害救済のために速やか
に適切な処理を行います。
　また、小学校等での人権教室の開催や街頭キャ
ンペーンなどを通じて、人権の大切さについて理
解を深めてもらうための活動にも努めています。
　本市には市長から推薦され、法務大臣が委嘱し
た９名の人権擁護委員がいます。
　「人権擁護委員の日」に合わせ、下記のとおり特
設人権相談を実施します。市の人権擁護委員が人
権問題などでお困りの方のご相談を受け付けま
す。お気軽にご来場ください。
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法務総合相談所開設
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中途失聴�難聴者のための手話講習会

全国一斉特設人権相談

　県内に居住している、おおむね��歳以上の中途
失聴・難聴者の方及びその家族の方を対象に、下
記のとおり手話講習会を開催します。
　会場には、要約筆記（話の内容を���にてスク
リーンに映し出す）を準備しますので、全く聞こ
えない方でも安心して受講できます。
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　聞こえでお悩みの方とその家族の方を対象に、
聞こえに関する情報をお届けする難聴相談会を開
催します。
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難聴相談会�聞こえで困っている方へ�
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